
船舶事故調査報告書 

令和３年４月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月２８日 １１時３０分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市久里浜沖 

 久里浜内防波堤灯台から真方位０８０°１,１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１３.４′ 東経１３９°４３.９′） 

事故の概要  漁船勝利
かつとし

丸は、航行中、また、ミニボート（船名なし）は、錨泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年９月１８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 勝利丸、４.９トン 

   ＫＮ３－１３５３２（漁船登録番号）、個人所有 

 第２３５－２８６８３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし（長さ約３ｍ未満） 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、帰航の目的で約８ノットの対

地速力で南進中、船首方至近にＢ船を発見し、機関を停止したもの

の、Ａ船の船首部とＢ船の船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗船し、救命胴衣を装着し釣りをしなが

ら錨泊中、操縦者Ｂが、数メートルの距離に迫ったＡ船に気付き、衝

突の危険を感じ、海中に飛び込んだ後、Ａ船に救助された。 

 船長Ａは、本事故時が漁船等の通航帯であり、錨泊船はいないと思

い、また、海面に反射した太陽光が操縦室の前面ガラスに反射して前

方が見えづらかったので、操縦室から顔を出すなどして見張りをする

べきであったと本事故後に思った。 

 操縦者Ｂは、他船がＢ船を避けてくれると思っていたものの、他船

に存在を示すため大きな旗を揚げ、周囲の見張りをして早めの対応を

するべきであったと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、南進中、船長Ａが、漁船等の通航帯であり錨泊している船

舶はいないと思い、海面に反射した太陽光が操縦室の前面ガラスに反



射して前方が見えづらい状態で航行を続けたことから、船首方で錨泊

中のＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、錨泊中、操縦者Ｂが、他船がＢ船を避けてくれると思い、

釣りをすることに集中し、錨泊を続けたことから、至近に迫ったＡ船

に気付いたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが、錨泊している

船舶はいないと思い、海面に反射した太陽光が操縦室の前面ガラスに

反射して前方が見えづらい状態で航行を続け、また、操縦者Ｂが、他

船がＢ船を避けてくれると思い、釣りをすることに集中し、錨泊を続

けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、船首方に他船はいないと思わず、周囲を確認

し、常時、適切な見張りを行うこと。 

・太陽光の海面反射で視認が困難な場合、サングラスを着用するな

どして適切な見張りを行うこと。 

・操縦者は、錨泊中、他船が自船を避けてくれると思わず、常時、

適切な見張りを行い、自船に向かってくる船舶を認めた場合、余

裕のある時期に移動するなどの衝突を避けるための措置を採るこ

と。 

 


